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１． 目的 
この細則は、研究会規程ならびに特定課題研究会規定にもとづく研究補助金の交付について、その詳
細を定める。 

 
２． 研究補助金の金額 
特定課題研究会の発足初年度の研究補助金は２０万円とする。 
通常の研究会の研究補助金、ならびに特定課題研究会の２年目以降の研究補助金は、原則として年度
ごとに５万円とする。 
ただし、学会活動の顕著な活性化につながる、あるいは複数の研究会に相当するような規模で関連性
の高いいくつかのテーマを一つの研究会として運営するなどの特別の事情がある場合には、研究部会な

らびに常任理事会の承認を得て、5万円の整数倍の年間研究補助金を交付することが出来る。 
 
３． 研究補助金の辞退 
研究補助金を必要としない研究会ならびに特定課題研究会は、研究補助金の交付を辞退することが出
来る。 

 
４． 研究補助金の交付手続き 
研究補助金の交付手続きは以下の手順による。 
１） 学会の総会にて新年度予算案が承認された後、研究会ならびに特定課題研究会の主査又は幹事
は、研究会の活動計画書に交付金申請の旨とその振込先を明記して、研究部会に対して研究補

助金の申請をする。 
２） 研究部会は、申請のあった研究会の活動が研究補助金の交付対象として適切であることを確認
する。この際、原則を超える研究補助金の交付については、常任理事会の承認を得る。 
３） 研究部会は、研究補助金の交付が妥当である旨を添えて総務部会に補助金の交付を依頼する。 
４） 総務部会は、研究部会からの依頼にもとづき、研究補助金を指定の振込先に振り込む。 
なお、研究会からの研究補助金の申請が、新年度予算が確定した後の妥当な期間（半年程度）に行わ
れない場合には、当該研究会への研究補助金の交付は辞退したものとみなす。 

 
５． この細則によらない研究補助金の交付 
その他、特殊事情で本細則に規定されていない研究補助金が必要となる場合がありうる。その場合に

は、この細則にかかわらず、学会の定款や規程に反しない範囲で、研究部会の発議と常任理事会の決議
により研究補助金を交付することができる。 

 
 
付則 この細則は、平成17年7月１４日より施行する。 

（以上） 


